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特別養護老人ホーム若槻ホーム重要事項説明書 

 

 

 施設の概要及び施設で提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたい重要事項について次のと

おり説明します。 

１ 法人の概要 

法人名 社会福祉法人若槻ホーム 

所在地 長野市田中１４６４－１ 

代表者名 理事長 太田哲郎 

電話番号 ０２６－２５１－３５００ 

FAX番号 ０２６－２９５－３４００ 

メールアドレス wktkh@themis.ocn.ne.jp 

   

２ ご利用の施設 

施設名 特別養護老人ホーム若槻ホーム 

所在地 長野市田中１４６４－１ 

電話番号 ０２６－２５１－３５００ 

介護保険事業者番号 ２０７０１０１３９５ 

 

３ 法人が実施する事業 

事業所名 介護保険事業所番号 定員等 

若槻ホーム別館 ２０９０１００７３２ ２９名 

若槻ホーム別館短期入所生活介護 ２０７０１０６４３６ ９名 

若槻ホームデイサービスセンター ２０７０１０１４０３ ３０名/１日 

若槻ホームケアプランセンター ２０７０１０１４１１  

長野市地域包括支援センター若槻ホーム ２０００１００１２９  

 

４ 施設の概要 

  （１）建物の状況 

敷地面積 2，568.86 ㎡ 

建  

物 

構造 鉄骨造   地下 1階  地上 3階 

延べ床面積 3，377.63 ㎡ 

利用定員 60名 
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居室の種類 室  数 面 積 １人あたりの面積 

１人部屋 １２ 室 １９４．５８ｍ２ １３．５０ｍ２ 

２人部屋 ２ 室 ４５．１０ｍ２ １１．２７ｍ２ 

４人部屋 １１ 室 ４９５．８２ｍ２ １１．２６ｍ２ 

（２） 主な設備 

設備の種類 室  数 面 積 １人あたりの面積 

食堂・機能訓練室 ２室 １８９．０２ｍ２ ３．１５ｍ２ 

一般浴室 ２室 ４２．９８ｍ２  

特殊浴室 ２室 ５０・９５ｍ２  

医務室 １室 ２３．７７ｍ２  

地域交流スペース ２室     ９８．２７ｍ２  

（３）職員体制 

従業者の職種 員数 

区  分 

常勤換算後 
の人数 

事業者の 
指定基準 

保有資格 常勤 非常勤 

専
従 

兼
務 

専
従 

兼
務 

管 理 者 
1 

以上 
1    １ １ 

社会・介護福祉士 

介護支援専門員 

生活相談員 
１ 

以上 
1    １ １ 介護福祉士 

介護職員 
２０ 

以上 
 ２０  3 

26 20.00 

介護福祉 

実務者研修 

看 護 師 
２ 

以上 
2 １  2 看護師 

機能訓練指導員 
１ 

以上 
 １   作業療法士 

介護支援専門員 
１ 

以上 
  2   0.5 １ 介護支援専門員 

医  師 
１ 

以上 
  １  0.1  医師 

栄 養 士 
１ 

以上 
１    １ １ 管理栄養士 

 

５ 法人の運営方針 

  当施設は、社会福祉法人若槻ホームが定める施設の経営理念及び基本方針を順守します。 

 （１） 経営理念  「感動を呼ぶホームを目指そう」 

 （２） 基本方針  １ 「人間尊重」 

           ２ 「衆知を集めた経営」 

           ３ 「一級の社会人」 
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６ サービス内容 

種  類 内   容 

食  事 

・栄養士の立てる献立により、栄養と利用者の身体状況に配慮したバラエティに富ん 
だ食事を提供します。 
昼食･･･ごはん そば  パン 選択可能 

(食事時間) 
朝 食   7：30～8：30 
昼 食  11：30～12：30  おやつ  14：30～15：00 
夕 食  18：00～19：00 

・食事はできるだけ離床して食堂で食べていただけるように配慮します。 

口腔衛生 
・ 毎食後、介護士により口腔衛生を行ないます。 
・ 入れ歯の方も同様に行います 

排  泄 
・利用者の状況に応じて、適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立についても適 
切な援助を行います。 

入  浴 

・年間を通じて週 2回の入浴または清拭を行います。 
・寝たきり等で座位の取れない方は、機械を用いての入浴も可能です。 

一般浴槽  1ヵ所  介護リフト付 
特殊浴槽   ２台（順送式１台  車椅子式１台） 

離床・着替

え 

・整容等 

・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 
・生活のリズムを考え、起床、就寝時に着替えを担当介護が援助します。 
・個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助します。 
・シーツ、包布交換を週 1回行います。 

機能訓練 

・機能訓練指導員による利用者に適合した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止す
るよう努めます。 

・当施設の保有する福祉機器、リハビリ器具 
車椅子 ３５台以上   平行棒  １台以上    

健康管理 

・ご利用者の日常的な健康チェックとともに、心身の状況に応じて必要な医療的サービ 

スを提供します。 

・配置医による週 1回の診察日を設け健康管理に努めます。 

・入院治療が必要な場合につきましては、配置医から紹介を受け、施設の協力病院への 

受診が原則となります。 

(若槻ホーム配置医) 
医師名    宮澤 政彦   診察日  毎週 木 曜日 

相談及び援

助 

・当施設は、利用者及びそのご家族からのいかなる相談についても誠意を持っ 
て応じ、可能な限り必要な援助を行うように努めます。 
（相談窓口）生活相談員 三上 真斗   

社会生活上

の便宜 

・当施設では必要な共用娯楽設備を整えるとともに、施設での生活を実りある 
ものとするため、適宜レクレーション行事を企画します。 
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７ 利用料金 

（１）介護保険給付対象サービス利用料（2割 3割負担につきましては所定の算出方法となります） 

多床室・従来型個室 

要介護度 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

１、サービス費 589単位 659単位 732単位 802単位 871単位 

２、日常生活継続支援加算 36単位 

３、看護体制加算（Ⅰ-2） 4単位 

４、個別機能訓練加算 12単位 

５、夜勤職員配置加算（Ⅲ-2） 16単位 

６、(1+2+3+4+5)×30日 19,710単位 21,810単位 24,000単位 26,100単位 28,170単位 

７、科学的介護推進体制加算Ⅱ 50単位 

８、個別機能訓練加算Ⅱ 20単位 

９、介護職員処遇改善加算 

  【(6+7+8)×8.3％】 
1,642単位 1,816単位 1,998単位 2,172単位 2,344単位 

１０、特定処遇改善加算 

  【(6+7+8)×2.7％】 
534単位 591単位 650単位 707単位 762単位 

１１、介護職員等ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ等支

援加算（6+7+8)×1.6％ 

316単位 350単位 385単位 419単位 452単位 

１２、単位数合計(6～11) 22,272単位 24,637単位 27,103単位 29,468単位 31,798単位 

１３、1単位あたりの単価 10.14円 

１４、サービス費合計 

  (単位数合計×10.14円) 
225,838円 249,819円 274,824円 298,806円 322,432円 

１５、自己負担額(1割) 22,584円 24,982円 27,483円 29,881円 32,244円 

（２）その他の介護保険給付対象サービス 

 ・次の加算項目は、サービスの発生に応じて加算される料金です。 

加算項目 単位数 備考 

福祉施設外泊時費用 ２４６単位/1日 
外泊や入院時、月に 6日を限度に算定。但し、

月をまたがる場合は最大 12日まで延長。 

福祉施設初期加算 ３０単位/1日 
入居後 30 日間加算、30 日以上の入院後の再

入居も同様に加算。 

療養食加算 ２３単位/1日 
医師発行の食事せんに基づき療養食が提供さ

れた場合に加算。 

口腔衛生管理加算 １１０単位/月 
月 2 回以上歯科衛生士の口腔ケアを受けた場

合。 

看取り加算 

１４４単位 死亡日以前４日以上 30日以下。 

６８０単位 死亡日の前日及び前々日。 

１，２８０単位 死亡日。 

 ※端数処理の関係若干の誤差が生じる場合がございます。 
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（３）介護保険給付の対象とならないサービス料金 

  ①食費 

ご利用者に提供する食事の材料及び調理に係る費用です。通常は下表の第４段階が１日あたりの食費と 

なります。但し、「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方は、ご入居時に施設に提示して下さい。提示 

された場合には、認定証に記載された額に減額いたします。 

利用者負担段階 １日あたりの食費 備考 

介護保険負担限度額認定証の提示が必要です。 第１段階 ３００円 

第２段階 ３９０円 

第３段階① ６５０円 

第３段階② １，３６０円 

第４段階 １，４４５円 通常の食費 

  ②居住費 

当施設及び設備を利用し居住されるにあたり、光熱費相当額及び室料（建設設備等の減価償却費等）を 

ご負担していただきます。通常は下表の第４段階が１日あたりの居住費となります。但し、「介護保険負担 

限度額認定証」をお持ちの方は、ご入居時に施設に提示して下さい。提示された場合には、認定証に記載 

された額に減額いたします。 

    （多床室） 

利用者負担段階 １日あたりの居住費 備考 

介護保険負担限度額認定証の提示が必要です。 第１段階 ０円 

第２段階 ３７０円 

第３段階① ３７０円 

第３段階②   ３７０円 

第４段階   ８５５円 通常の居住費。 

     

（従来型個室） 

利用者負担段階 １日あたりの居住費 備考 

介護保険負担限度額認定証の提示が必要です。 第１段階 ３２０円 

第２段階 ４２０円 

第３段階① ８２０円 

第３段階②   ８２０円 

第４段階 １，１７１円 通常の居住費。 

    ※ 上記利用者負担段階の対象者は、下記のとおりです。 

イ：第１段階  ・市町村民税世帯非課税・老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 

ロ：第２段階  ・市町村民税世帯非課税・課税年金収入額＋合計所得金額８０万円以下  

ハ：第３段階① ・市町村民税世帯非課税 

              ・課税年金収入額＋合計所得金額８０万円超１２０万円以下 

第３段階② ・市町村民税世帯非課税 

・課税年金収入額＋合計所得金額１２０万円超 

ニ：第４段階  ・上記以外の方 
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③特別な食事代 

ご利用者からのご希望に応じて、通常メニュー以外の特別な食事を提供した場合、その実費相当額

をご負担いただきます。 

  ④理美容費 

   外部業者による理美容サービスをご利用の場合、別途料金がかかります。 

・理容代 ２，０００円 

⑤衣料洗濯サービス 

    当施設にて、ご入所者の衣料の洗濯サービスを行いますが、クリーニングが必要な衣料等は実費相 

当額をご負担いただきます。 

⑥音楽療法参加料 

 ・２００円/１回 

⑦その他 

   イ サービス提供記録の複写、ご利用者が希望される行事参加、各種趣味活動等へご参加いただいた 

場合は実費相当額をご負担いただく場合がございます。 

   ロ ご利用者またはご家庭のご依頼で当施設が日用品（タオル、パジャマ、下着、口腔衛生用品等） 

を用意した場合は、その実費をご負担いただきます。 

（４）利用者負担金の支払方法 

    お支払方法は、原則として口座からの自動振り替えとさせていただき、お取り扱い金融機関は長野信用 

金庫と長野八十二銀行でお願いいたします。お振替日は毎月２８日（金融機関休業日の場合は翌営業日） 

です。 

（５）領収書の発行                                        

施設は、ご利用者より支払いを受けた時は、ご利用者に対し提供したサービス内容、単位数、費用 

等を記載した領収書を発行します。なお、再発行が必要な場合は実費相当をご負担いただきます。 

（６）居室の明け渡し 

契約が終了する時は、利用者負担金を支払いの上、契約終了日までに居室を明け渡していただきます。 

（７）契約終了日までに居室を明け渡さない場合の料金について 

契約終了日までに居室を明け渡さない場合、本来の契約終了日の翌日から現実に居室が明け渡された日 

までの期間に係わる所定の利用者負担金をお支払いいただきます。 

 

８ 施設の目的と運営の特徴 

（１）事業の目的 

特別養護老人ホーム若槻ホームが行う指定介護老人福祉施設サービスの適正な運営を確保するために、 

人員及び管理運営に関することを定め、施設の管理者や従業者が、要介護状態にある高齢者に対し、適正 

なサービスを提供することを目的とする。 

（２） 施設運営の方針 

①施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅での生活への復帰を念頭に置いて、入浴、 排泄、食事等の 

介護、相談・援助社会生活上の便宜の供与、その他の日常生活上の世話、 機能訓練、健康管理及び療養上 

の世話を行う。そのことにより、利用者がその有する能 力に応じ、自立した日常生活を営むことができる 

よう目指す。 

②利用者の意志及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って指定介護老人福祉施設サービスを提供するよ 

う努める。 

③明るく家庭的な雰囲気の下、地域や家庭との結びつきや世代間交流を重視した運営を行い、市区町村、居 
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宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設、保健医 療サービス、福祉サービスの提供者 

との密接な連携に努める。 

９ 当施設ご利用の際に留意いただく事項 

（１）ご家族への相談等 

当施設はご利用者の安心安全な施設生活のため専門の職員が一丸となって努力いたしますが、ご家族の 

   代わりになることはできません。ご利用者に落ち着いた生活を送っていただくために、ご家族の面会や施 

   設職員と一緒にご本人の介護を考えていただくことが欠かせません。従って、当施設からご面会の依頼や、 

ケアに関する相談等を随時させていただく場合がございますので何卒ご理解ご協力をお願いいたします。 

（２）現金や貴重品について 

    当施設は居室で現金や貴重品を管理する環境が整っておりません。現金や貴重品につきましては、居室 

   に置かないようご協力お願いいたします。お見舞金などのお金につきましては、一時的に事務所の金庫で 

   お預かりできますので、事務所の職員へお声掛けください。 

（３）ご面会・宿泊について 

    ご面会時間は午前８時３０分から午後５時３０分です。但し、この時間帯以外でのご面会を希望される 

   場合はご相談に応じますので、お申し出ください。    

    ご面会時の食べ物の持ち込みは原則自由ですが、集団生活施設及び衛生管理上の理由から必ず職員に食 

品を持ち込む旨をお知らせください。 

（４）外出・外泊 

    外出・外泊はご家族のご希望により自由にできます。外出・外泊希望の場合には事前に施設職員にお知 

らせください。なお、急な外出・外泊により、食事の提供が止められない場合には実費を頂く場合がござ 

います。 

（５）喫煙・飲酒 

    館内は全て禁煙です、喫煙は館外の所定の場所でお願いいたします。飲酒につきましては、健康上の制 

限がない場合につきましては原則自由です。ご希望される場合には職員にお申し出ください。（アルコール 

類は施設で管理いたします） 

（６）居室替え 

    生活状況、身体状況の理由により居室を変更させていただく場合がございます。事前にご利用者及びご 

家族に同意を頂いたうえで行わせていただく場合がございます。 

（７）迷惑行為等   

    騒音、暴言、暴力等、他の者に迷惑となる行為はご遠慮願います。また、プライバシー保護の観点から、 

他のご利用者の同意なくその方の居室にむやみに立ち入らないようにお願いいたします。また、施設内で 

の個人的ペットの飼育はご遠慮ください。 

（８）政治活動・宗教活動 

    施設内で他のご利用者や職員に対する政治活動及び宗教活動等はご遠慮下さい。 
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１０協力医療機関 

医療機関の名称 
独立行政法人国立病院機構  

東長野病院 
 長野中央病院 

所 在 地 長野市上野 2丁目 477番地 長野市西鶴賀 1570 

電話番号 026－296－1111 026－234－3211 

診療科目 
内科・呼吸器科・循環器科・小児科・外科・

整形外科・心臓外科・放射線科          

内科・呼吸器科・循環器科・小児科・外科・整形外

科・心臓外科・放射線科・ﾘﾊﾋﾞﾘ科・人工透析・皮

膚科・眼科          

 

 

 

１１事故発生時の対応 

 （１）ご家族への報告 

    ご利用者に対するサービスの提供中に事故が発生した場合は、速やかに必要な処置を講ずるとと 

もに、ご家族へご報告いたします。また、長野市の事故報告基準に従い長野市に報告いたします。 

（２）事故報告書の作成 

   当施設では事故の状況や事故時の対応について「事故報告書」を作成し、原因分析と再発防止に活 

用させていただきます。 

 （３）損害賠償    

    ご利用者に対する施設サービス提供により、施設が賠償すべき事故が発生した場は速やかに損害 

賠償手続きをとらせていただきます。 

 

１２非常災害時の対策 

非常時の対応 別途定める「特別養護老人ホーム若槻ホーム 消防計画」に則り対応を行います。 

近隣との協力

関係 
田中区と近隣防災協定を締結し、非常時の相互の応援を約束しています。 

 

非常災害時の対応 

平常時の訓練等 
別途定める「特別養護老人ホーム若槻ホーム 消防計画」に則り、年２回以上夜間

及び昼間を想定した非難訓練を、利用者の方も参加して実施します。 

防災設備 

設備名称 個数等 設備名称 個数等 

自動火災報知器 有り 自家発電設備 有り 

誘導灯・誘導標識 ２８ 消  火  器 １９ 

屋内消火栓 ７   

カーテン・布団等は防火性能のあるものを使用しております 
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１３相談窓口・苦情対応 

（１）サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

若槻ホームご利用相談室 

窓口担当者    三上 真斗 

ご利用時間  毎日8：30～17：30 

ご利用方法  電話 026-251-3500 

（２）公的機関においても、次の機関において苦情申し出ができます。 

長野市介護保険課 026-224-7871 

国民健康保険団体連合会 026-238-1580 

長野県福祉サービス適正化委員会 0120-28-7109 

福祉サービスほっとライン 0120-294-487 

 

１４サービスの第三者評価の実施状況 

   当施設は第三者評価は実施しておりません。 

 

 

 


